
 

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

高
齢
運
転
者
対
策
と
し
て
導
入
さ
れ
る
運
転
技
能
検
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
が
重
大
事
故
の
防
止
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
可
能
な
限
り
明
確
な
判
定
基
準
を
定
め
合
否
を
客
観
的
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

二 

高
齢
運
転
者
に
対
し
て
公
安
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
運
転
技
能
検
査
、
認
知
機
能
検
査
及
び
高
齢
者
講
習
等

に
関
す
る
業
務
を
自
動
車
教
習
所
等
に
行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
適
切
な
委
託
料
の
設
定
、
警
察
に
よ
る
支
援
等
に
よ

り
、
自
動
車
教
習
所
等
の
負
担
が
過
度
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

三 

高
齢
運
転
者
が
運
転
免
許
を
返
納
し
た
後
に
お
い
て
も
日
常
生
活
に
支
障
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
及
び
地
方
公

共
団
体
が
協
力
し
、
地
域
公
共
交
通
網
の
整
備
・
維
持
に
向
け
た
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

四 

第
二
種
免
許
の
受
験
資
格
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
安
全
確
保
を
最
優
先
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
旅
客
自
動
車

運
送
事
業
者
等
が
免
許
を
取
得
し
た
者
に
対
し
て
講
ず
る
指
導
、
監
督
等
に
お
い
て
は
、
関
係
省
庁
の
連
携
の
下
で
、
事
業

者
へ
の
安
全
指
導
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
安
全
対
策
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

五 

地
域
公
共
交
通
や
物
流
の
担
い
手
で
あ
る
自
動
車
運
転
業
務
に
お
け
る
人
材
確
保
の
た
め
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
の

経
営
実
態
等
も
踏
ま
え
、
長
時
間
労
働
の
是
正
に
向
け
た
労
働
環
境
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

令

和

二

年

四

月

二

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 



六 

妨
害
運
転
（
い
わ
ゆ
る
「
あ
お
り
運
転
」
）
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
罰
則
の
対
象
行
為
、
法
定
刑
等
に
つ
い
て
周
知

徹
底
す
る
と
と
も
に
、
取
締
り
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
普
及
促
進
に
向
け
た
広
報
に
努
め

る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


